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⑪　メディアの皆さんが雷晶に有益な報道活動をなさるのに-.少しでも

役に立てばという思いから､今夜¢席に立ちまL_た｡

㊧　私たち原告弁軽圏は､人為的な核エネルギ･-の開発､利用を人類そ

の他の生物体を消滅.･fせる､させかねないという危機認識の下に理解

する立場に立っています｡訴訟中にたまたま生じた福島原発喜故溝､

原子力エ克Jl･,章一利用に内在する生物危機の例証です事原子爆轟被爆

は盤利用の原点で.畢在と未来の大問題です｡核エネルギー副.勧ま人

間の生存条件､罷源的生存権､入超闊題でぬるというめが弁護団の立

場です｡

はじめに

①被爆者題諸法は､放射性物質及び放射線と大館を構成する原子,令

子､組織との間に勘する相互作用をまず､綾爆雷の緒麗保持一朗ち醍

樫という観点から援護方法を琵許した法です∴睡魔問題俺基礎鮎ま･･

目に見えない物質とエネルギーの関係が存在しています寄

㊥被爆体験者とは

1行政府伸閣及び所轄割が主導し､自治体首長が迎計一体と

なって､放射能影響を否定し､被爆着援護押適用を否定する櫨爆葦

集合です｡法の縮小解釈､不完全適用､限定運別封行政府の一癖し

た方針です｡

2　被爆体験者訴訟とは､被爆地区の指,LFJl･,重縁外された放射寵姫･*

地域に在--+,た萱が被爆者軽輩法の完全適用､実施を求め,.a-I.隷串jです--I



3　被爆体験者事業とは､行政府が法･7.1援護を拒否したかわ'tli･二､千

第措置とし,て｢お情け｣を施す行政施策ですっ

従束からの地域拡大運動は転を績まず､行政の絶海机こすがる乞

食根性に立った点で､行政L･?土俵上で霞闊し7+-)･くフォー一台-′薫です

墓本態の御用識者に軽くあしらわれて終わりました3

4　披爆音援護行政官僚は放射能の影響を全面否定する論理J---･･)希薄

･として､専ら心理的放射能不安申諌め滞神障害は崎醇爆籍障鼻朝

貢の持論)を措置対象とし､ガン挨藩･･薯ン治療を離糞討議外と1-

てきました｡被爆体験者は柴理矢理､蒋神病向け薬を押しつけ郎1･-

てきました雪

第1　基礎知識

ユ　放射能

(1)放射繰､放鼻性物質､.放射線着発する性薗･能力着区別し緑"-,

使用例がありま.す｡

(2)エネルギーと物質面目互転換

1)ラザフォード

ェネルギ一膳物質にエーつて結合された微粒手稿結合味態

14N十華He⇒170十日王+(軸

2)アインシュタイン

曙-平Cg

(31物理のi-繚原理

不安定･電工ネ).;ギ一一･活性一一･･*定･低エネルギー･不純

(4)横反応

齢裂､磁融合反応は+物質の結合静態干ネルギ一一を原子旗印安

定状態を活性化､不安定化､動態悟ることによって､放射線の薙
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で放出する｡

放射線　α線(粒子､ -リウム原子の繚)..

起源電子主　中性子線(邁子で　稜構成車性子ら　γ

/′練
子､原子蜜

(電磁磁)豊ど

(5)生･命の誕生

1;r　人知が宇宙を認識した初期状態では､プラズマ状態(正二Ti7日は真

に荷電した超微粒子の自由運動状態上　高エネルギー､不安定､

放射線充満で,原子も分子も生命も存在しえなかった｡

2)プロセス

エネルギー低下､安定化-原子､-分子に緯籠-放射性元素の絶

対的.､相対約線少-生命誕生

(6)自然放射線

放射性元素がエネルギ｢状態の.不輩定から安定に向かう董発露

藤のプロセスで放出される｡核種によす千枚担能脇寿命が定まる｡

単位は半減期｡

(7)人工放射能`

中性子を付加して放射性を誘導する韓術によって加工きれた濡

位偉くアイソトーカ元素

2　人体影響作用

tl)一言でいえば人体を組織する分子を切断させ馬力即草を!?-:'作用で

ある｡

(2)電離作届による｡

lj物質である人体を組織する基本単位の原子法原子綾と軌道電子

が一･離旺結合し､この原子車繭ま地の原子と最外殻軌道電子が

相互にがらみ合って分子に結合する｡

2)放射線は結合機能を担う亀子にエネルギーを付与し･･､エネルギ

ーーをえた電子を軌道の拘諒から解赦させる｡このことによすr＼

r〉
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分子の結合を破壊され.､分子缶切陳する｡

3)バイスタンダー　効果を伴う｡

(3)フリーラディカルの生成

3　人体影響の現れ

(1つ　初期症状

(2)晩期症扶

第2　法解釈上の論点

･1 .被爆者援護法(平成6年制定"､昭和32年原爆擾擦法"昭和43生

被爆者特措法を離合)に寧げろ被爆者概念

(I)設計コンセプト

1)援韻は､まず桂健康診断に蕪"まる｡

2)疫学上fJj藤ぱく､短康韓苔発生耶纏､健寵諮断を結び雪江-Iた

概念を被爆者として構成した｡

12) 1薬各号の関係

(原告)

1) 3号が一般原理規定

i自1. 2号は例示規定

(3) 1号

･(原告)

1)景晴市島地区指勘ま科学的に

当然

2)行政区による区画は非科学的

ぐ韓告)

1･) 1., 2号が県別

2) 3号は個別碁歴的軸外

(親告)

日常学的合理性を疑蘭祝(遵奉燕)

曾)放霜性物輩の存在､内部披浮く

窪全面暫定ないし有賀牲否定

3)その忍正のため睦希による地　雷)政令指定は地元奨嬰による

院指定がある

j



恵崎市の最遠地区1 2互選糸

を基準に政令指定すべき

4)初期放射線が眉かなし､遠距離

地区を含む全市措定は放射性

協賛の存在,内部被ばくを胞

墟したから

2　3号該当性

(原告)　　　　　　　　　"(被害〉

1) 1,呂号に該当しか､全被爆lj介護綾煤など個別具輔も被爆者

者に通庸　　　　　　　　　　　にだけ適用

2)薮爆僻験箸の被爆地点は放射　2")雇射韓汚染地域という塑向で油

性勅勘こよる汚染地区　　　　　　通用きれない

第3　事案雷否上の論点

1遠地に勘する放射性勧賞の存否､分布範囲

く原告)　　　　　　　　　　　く綬害う

日　原早雲は放射怪物管の存在誰　1)否定

明

2)原子雲の範囲　草鞋27-8km　2)木藤押放射性掬酎ま成層圏にす

べて遊離まれ､大気圏にはない

3)放射性降下物による汚貌　　　3)夫範囲内?.)放射笛鱒営柱転塾き

れ､有意飽影響はない

2　線源.､被爆形態､影響度合

く原告)　　　　　　　　　　　　く被告)

lj　放射性物置　　　　　　　　　　ll､否定

幻　内外部避膝､その中で位内嬢　雲)否定



ぱくが主力

3) α_.軍籍､そLT_)中でβ･線影響　3) β練窪γ経と変i･_高三_.ない

が主力

意　初期症状

く原告)　　　　　　　　　　　　　(被告)

1 )健康被富症状3-}地蝶的･.大愚　　放射能と関榛のJi_-i'.,.別農園;I-_jr.為

的発生

2)放射能汚染の社瞬

第4　知見上の論点

I.放射線輪

く原告) (捷告)

1)内部按は生とおけるα､ β線　　遠距離地区に症騨二者萬なγ線轟

の影響 はない

8)態線壷論は妥当しない

2　測定論

(原嘗)　　　　　　　　　　(轟音)

1)鈎理学的土壌測定方法は限界　　瀧定結果浪西山地車にだけ犠留放

薪あり,被爆時の全俸線量を

再現

射鰹が存在したことを証明するだ

け

2)みずトニヴムの測定潜放射性

物憶全体の広範な分塙を証明

3　県､市アンケート調査の統計学的評傭

(原告)　　　　　　　　　　(殻告)

放射繕影響測定上･.有難な生物学　-fンゲート回答はバイア･?･カ芸ある

的方漬
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放射線の線源粒子飛翔プロセス図

弾体核分裂反応

･あプラズマ体→膨張;oO 

ヽ 原子分解原子核.電子に離解 刪鼈鼈� ∴ 中 性 千 線 く要) (/｢ミニ- 

可 

視 

カt;i.,% 

一紙芸 

原子に 

低 

下 

I?.気. 

天上

地上

･&　地表面

地下　　　　地中

誘導放射性α,l,γ

原

初期放射線-

･亀子結合

原子雲

J
フォールアウト

放射性微粒子

黒い雨

黒い灰

煤

-→残留放射線
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